


お　知　ら　せ

今
月
の
納
付
期
限

に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す

※
口
座
振
替
の
方
は
、
２
月
29
日

に
引
き
落
と
し
い
た
し
ま
す
の

で
、
残
高
の
ご
確
認
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
転
出
・
婚
姻
等
、
世
帯
状
況
に

異
動
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
自

動
的
に
解
約
と
は
な
り
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
口
座
振
替

　
口
座
振
替
の
手
続
き

　
納
付
書
と
通
帳
と
通
帳
届
出
印

を
持
参
し
、
上
板
町
内
取
扱
金

融
機
関
窓
口
で
お
申
し
込
み
下

さ
い
。

　
取
扱
金
融
機
関

　
阿
波
銀
行
、
徳
島
大
正
銀
行
、

　
板
野
郡
農
協
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

納期は次のとおりになっています。
納付期限内の納付にご協力をお願いいたします。

固定資産税 国民健康
保険税 介護保険料 後期高齢者

医療保険料

２月29日
（４期）

２月29日
（８期）

２月29日
（６期）

２月29日
（７期）

上板町役場　税務課
☎088−694−6807

上板町役場　健康推進課
☎088－694－6810

　
申
出
書
の
様
式
は
、
日
本
年
金

機
構
Ｈ
Ｐ「
国
民
年
金
関
係
届
書・

申
請
書
一
覧
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

⑶
現
金
の
場
合

　
年
金
事
務
所
に
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。
申
出
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
申
出
書
は
３
月
末
ま
で
に
年
金

事
務
所
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
徳
島
北
年
金
事
務
所

　
☎
０
８
８（
６
５
５
）０
２
０
０

　
上
板
町
役
場　
住
民
人
権
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
９

　
防
災
意
識
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

国
民
年
金
保
険
料
の「
２
年
前
納
」制
度
を

利
用
す
る
と
２
年
間
で
１
５
、０
０
０
円

程
度
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

　
支
払
い
方
法
に
よ
っ
て
割
引
額

が
変
わ
り
ま
す
。

⑴
口
座
振
替
の
場
合

　
申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
預
貯
金
口
座
を
お
持
ち
の
金

融
機
関
（
郵
便
局
含
む
）
の
窓
口
、

ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
ご
提
出
く

だ
さ
い
。

　
申
込
期
限
：
毎
年
２
月
末
ま
で

⑵
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
場
合

　
申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
年
金
事
務
所
へ
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

　
申
込
期
限
：
毎
年
２
月
末
ま
で

　
令
和
５
年
12
月
17
日（
日
）に
上

板
町
役
場
２
階　

中
央
公
民
館　

大
会
議
室
を
会
場
に
「
防
災
意
識

向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
一
般
社
団
法
人
大
槌
新
聞
社
理

事 

菊
池 

由
貴
子 
氏
に
よ
る
「
東

日
本
大
震
災
の
被
災
地
、
岩
手
県

大
槌
町
の
事
例
か
ら
学
ぶ
」
を
演

題
と
し
て
震
災
に
つ
い
て
の
体
験

談
や
教
訓
、
時
間
の
経
過
ご
と
の

被
災
地
の
様
子
や
避
難
所
の
状
況
、

情
報
及
び
情
報
発
信
の
重
要
性
に

つ
い
て
貴
重
な
講
演
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
企
画
防
災
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
２
４

　
上
板
町
で
は
「
女
性
つ
な
が
り

サ
ポ
ー
ト
事
業
」
の
一
環
と
し
て
、

生
理
用
品
の
提
供
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
本
事
業
は
「
つ
な
が
り
支
援
ピ

ア
サ
ポ
ー
ト
と
く
し
ま
」
と
し
て
、

徳
島
県
が
委
託
し
て
い
る
「
特
定

非
営
利
活
動
法
人 

Ｇ
Ｗ
Ｅ
Ｉ
」

と
連
携
し
実
施
す
る
も
の
で
す
。

●
提
供
窓
口

　
住
民
人
権
課

●
提
供
の
条
件

　
・
女
性
１
人
に
つ
き
１
パ
ッ
ク

　
　
（
な
く
な
り
次
第
終
了
と
な

り
ま
す
）

　
・
男
性
の
方
に
は
お
渡
し
で
き

ま
せ
ん

●
提
供
方
法

　
　
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
が
配
布
し

て
い
る
カ
ー
ド
等
を
ご
提
示
い

た
だ
く
か
、
提
供
窓
口
に
設
置

し
て
い
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
指

さ
し
て
合
図
を
し
て
い
た
だ
く

だ
け
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　
　
可
能
な
限
り
女
性
職
員
か
ら

お
渡
し
し
ま
す
（
書
類
申
請
等

は
不
要
で
す
。
名
前
、
住
所
等

の
個
人
の
特
定
は
行
い
ま
せ

ん
）。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
住
民
人
権
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
９

生
理
用
品
の
提
供

　
令
和
５
年
12
月
10
日（
日
）上
板

町
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
４
年

ぶ
り
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
記
念
講
演
や
小
学
生

の
人
権
学
習
発
表
、
中
学
生
の
人

権
意
見
発
表
等
が
お
こ
な
わ
れ
、

関
係
者
各
位
の
ご
協
力
に
よ
り
多

数
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、

盛
況
の
う
ち
に
終
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
紙
面
に
て
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
住
民
人
権
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
９

２
０
２
３
年
度

人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
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『顔認証マイナンバーカード』が始まりました！ ・健康保険証としての利用
・券面の顔写真や記載事項を用い
た本人確認書類としての利用
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
　※上板町では現在、コンビニ交付

サービスを行っておりません。
・その他のオンライン手続き等、
暗証番号の入力が必要なサー
ビス

暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号
の設定が不要な『顔認証マイナンバーカード』が始まりました。
顔認証マイナンバーカードにするためには手続きが必要です。
詳しいことは下記までお問い合わせいただくか、上板町ＨＰ
をご覧ください。

利用できる
サービス

利用できな
いサービス

●　お問い合わせ　●
上板町役場　住民人権課　☎０８８－６９４－６８０９

お　知　ら　せ

マ
リ
ッ
サ
と
く
し
ま
が
７
周
年
を
記
念
し
て

１
月
か
ら
マ
ッ
チ
ン
グ（
１
対
１
の
お
見
合
い
）

登
録
料
の
割
引
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
！

７
周
年
記
念
♪
も
う
す
ぐ
１
、０
０
０
人
♪

～
冬
恋
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
～
２
０
２
４
冬
、あ
な
た
ら
し
く
恋
し
よ
う
。～

●
実
施
期
間

　
令
和
６
年
１
月
６
日（
土
）

～
３
月
31
日（
日
）

●
実
施
内
容

・
先
着
３
０
０
名
限
定

　
（
※
た
だ
し
、先
着
３
０
０
名
が
登
録
し
た
時

点
で
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
終
了
と
な
り
ま
す
。）

　
「
５
、０
０
０
円（
50
％
Ｏ
Ｆ
Ｆ
）割
引
」

●
対
象

　
マ
ッ
チ
ン
グ
新
規
登
録
者
及
び

更
新
登
録
者

●
お
問
い
合
わ
せ

　
マ
リ
ッ
サ
と
く
し
ま

　
☎
０
８
８（
６
５
６
）１
０
０
２

e-m
ail:m

sc@
m

arissa-
tokushim

a.com
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」の

交
付
に
つ
い
て

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
要
介
護
認
定
者
の
方
へ

人
権
研
修
会
を
実
施
し
ま
せ
ん
か
？

　
上
板
町
教
育
委
員
会
で
は
、
社

会
人
権
教
育
に
対
す
る
取
り
組
み

の
一
環
と
し
て
、
人
権
研
修
会
を

行
っ
て
い
ま
す
。
支
部
で
の
会
合

の
機
会
に
、
人
権
研
修
を
行
っ
て

み
ま
せ
ん
か
？

　
研
修
会
で
は
、
教
育
委
員
会
か

ら
担
当
職
員
を
派
遣
し
、
身
の
ま

わ
り
に
あ
る
人
権
問
題
に
つ
い
て

30
分
程
度
の
研
修
を
実
施
し
ま
す
。

　
ま
た
、
研
修
会
を
開
催
し
た
支

部
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
の
実
績

報
告
時
に
、
地
域
づ
く
り
助
成
金

が
追
加
さ
れ
ま
す
の
で
、
是
非
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
興
味
を
持
た
れ
た
支
部
の
方
は
、

支
部
長
さ
ん
を
通
じ
て
、
教
育
委

員
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※
研
修
を
受
講
さ
れ
た
支
部
は
、

支
部
助
成
金
の
実
績
報
告
書
内

に
、「
人
権
学
習
に
関
す
る
取

り
組
み
」
の
項
目
が
あ
り
ま
す

の
で
、
本
年
度
の
実
績
報
告
時

に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
夜
間
や
休
日
の
研
修
会
に
も
対

応
す
る
た
め
、
日
程
調
整
の
都

合
上
、
概
ね
３
週
間
前
に
は
、

お
問
い
合
わ
せ
願
い
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
教
育
委
員
会

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
４

マリッサとくしま
ＨＰ

　
65
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
や
そ
の
扶
養
者
に
、

確
定
申
告
・
住
民
税
の
申
告
の
際

に
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ
る

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
交
付
し
ま
す
。

　
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受
け
ら

れ
る
の
は
、
要
介
護
認
定
者
本
人

ま
た
は
、
要
介
護
認
定
者
を
扶
養

し
て
い
る
方
で
す
。

1　
認
定
及
び
交
付
対
象
者

　
⑴
令
和
５
年
12
月
31
日
現
在
、

65
歳
以
上
で
上
板
町
の
要
介

護
認
定
を
う
け
て
い
る
方

　
　
（
要
支
援
１
、２
の
方
は
該
当

し
ま
せ
ん
。）

　
⑵
要
介
護
認
定
審
査
時
の
「
主

治
医
意
見
書
」
ま
た
は
「
認

定
調
査
票
」
の
「
認
知
症
・

障
害
高
齢
者
の
日
常
生
活
自

立
度
」
欄
に
一
定
以
上
の
記

載
が
あ
る
こ
と

　
　
（
要
介
護
１
以
上
で
あ
っ
て

も
交
付
対
象
に
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。）

2　
認
定
書
申
請
手
続
き

　
　
本
人
ま
た
は
親
族
が
「
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
申
請
書
」

を
健
康
推
進
課
ま
で
提
出
し
て

下
さ
い
。

　
（
申
請
書
は
上
板
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
健
康
推
進
課
に

あ
り
ま
す
。）

3　
申
請
手
続
に
必
要
な
物　

　
⑴
対
象
者
の
介
護
保
険
被
保
険

者
証

　
⑵
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書

類
（
親
族
申
請
の
場
合
）

4　
申
請
の
必
要
が
な
い
場
合

　
⑴
す
で
に
同
程
度
の
障
害
区
分

に
該
当
す
る
障
害
者
手
帳
等

を
お
持
ち
の
場
合

　
　
（
手
帳
で
障
害
者
控
除
を
受

け
ら
れ
ま
す
。）

　
⑵
本
人
ま
た
は
扶
養
者
が
所
得

税
・
住
民
税
の
い
ず
れ
も
非

課
税
の
場
合

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
健
康
推
進
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
０ 

2024（令和 6）年 2月 1日　●　8

　

お
知
ら
せ

　



● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

上板町で新婚生活を送られる世帯を応援す
るために、生活にかかる居住費、引越し費用、
リフォーム費用等を補助します！

対象者
□令和５年度中に結婚した新婚世帯
　（R5.4.1～R6.3.31までに婚姻届けを提出した世帯）
□婚姻時夫婦共に39歳以下
□世帯所得500万円未満（世帯合算）
□町税等の滞納が無い
□５年以上継続して上板町内で居住する意思がある

※申請される場合は必ず事前にお問い合わせください。

申請時に用意いただくもの
□婚姻がわかるもの
　（受理証明書、戸籍全部事項証明等）
□住民票（写し）
□所得がわかるもの（納税通知書、所得課税証明書等）
□住宅の売買契約書、領収書
□賃貸借契約書、領収書
□引越し費用に係る契約書、領収書
□リフォームに係る契約書、領収書　　　　　等

上板町結婚新生活支援事業
住宅購入費
（新築・中古）

リフォーム費用
（業者が行うもの）

家賃・敷金・礼金・共益費
（駐車場代は対象外）

引越し費用
（引越し業者が行うもの）

最大60万円
補助します！

（29歳以下の場合）
※30歳～39歳以下
は最大30万円

予算内で補助します。

食費等の物価高騰の影響を特に受けている、低所得の子育て世帯を支援するため、「低所得の子育て世帯に対
する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。� ※この給付金は全国一律で実施される制度です。

●支給対象者
　以下、⑴～⑶のいずれかに該当する方
⑴　児童扶養手当受給者（申請不要）
　令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受け
ている方。
　※対象の方には、令和５年5月頃に通知を送付

しています。
⑵　公的年金給付等受給者
　公的年金等（※）を受給していることにより、
令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けて
いない方。
　※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、

老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当
します。

⑶　家計急変者
　食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変
し、収入が児童扶養手当を受給している方と同
じ水準となっている方

●⑵ ⑶に該当のある方
　（給付金を受け取るには、申請が必要です。）
　申請書に振込口座などを記入のうえ、必要書
類とともに民生児童課へご提出ください。

●給付金額　児童１人当たり一律５万円

● お問い合わせ ●　　こ　ど　も　家　庭　庁　　☎０１２０－４００－９０３（平日 9：00～18：00）
　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１（平日 8：30～17：15）

子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ

●支給対象者
　以下の⑴⑵のいずれかに当てはまる方が対象となります。
⑴　令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を受給

された方。（申請不要）
⑵　⑴以外で、食費等の物価高騰の影響により、家計が急変し

住民税非課税相当に収入が減少している方
　（令和５年３月31日時点で18歳未満の児童（障がいのある

児童の場合20歳未満）を養育する父母等）
　※令和６年２月末までに出生したお子さんも対象になります。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受

けている方は対象外となります。

●⑵に該当のある方（給付金を受け取るには、申請が必要です。）
　申請書に振込口座などを記入のうえ、必要書類とともに民生
児童課へご提出ください。

●給付金額　児童１人当たり一律５万円

●注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明

した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・申請日以後の特定の時期に、例年通りの事業収入（物価高騰

の影響による減少前の水準の収入）が見込まれる場合や、申
請時点で非課税相当限度額を上回る年収の職に就いているな
ど、申請日以降に収入が非課税相当限度額を上回ることが予
測できる場合は、本給付金の申請はできません。

●申請期限　令和６年２月29日

ひとり親世帯分 その他世帯分

9　●　広報かみいた　第308号



● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１

令和５年度の上板町定住促進「住宅取得応援助成金」
の申請期日が近づいています

令和5年度価格高騰重点支援追加給付金（７万円/１世帯）のご案内

●制度の概要
　平成30年4月1日から令和10年３月31日の間に、上板町への移住・定住者が移住又は定住のために上板町内で
新たに居住を開始した一戸建て住宅と住宅用地に対して賦課及び納付された固定資産税に相当する額を、当該
移住・定住者に最大５年間助成します。※ただし、令和５年４月１日以降の移住・定住者については、一戸建
て住宅（家屋）助成のみです。（住宅用地分の助成はありません。）
●対象となる物件
　上板町に移住又は定住する方が、平成30年４月１日から令和10年３月31日の間に移住又は定住のために新た
に居住を開始した、上板町内に所在する新築又は中古住宅（以下「対象住宅」といいます。）及び対象住宅に
係る住宅用地（以下「対象用地」といいます。）※ただし、令和５年４月１日以降の移住・定住者については、
一戸建て住宅（家屋）のみ対象です。（住宅用地分は対象になりません。）
　◎対象住宅が併用住宅である場合は床面積は居住の用に供する部分の面積になります。
　◎対象用地の面積については必要に応じ面積按分等により算出します。
　◎貸家等、貸借を目的とした住宅及び共同住宅・寄宿舎等は対象外です。
●交付対象者
　対象住宅に居住し移住又は定住した方で、町税等の滞納がない方及びその他町長が助成金の対象者として適さ
ない事項の該当者でないと認める方
　◎年齢制限、所得制限はありません。
　◎従前から所有されていた住宅を建て替えた方や、親族からの相続により住宅を取得した方についても、建て
替え又は相続による住宅の取得及び当該住宅での定住となる居住開始が、要件を満たす期間内である場合は
交付対象者になり得ます。

　◎住宅・敷地ともに所有権を有していない方でも、居住状況次第で対象になる場合もあります。
●助成金の額
　対象住宅及び対象用地に対して賦課及び納付された固定資産税額に相当する額
　◎助成金の額を算出する際に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります。
●助成対象期間
　「申請者の移住又は定住開始後、最初に到来する１月１日」を賦課期日とする固定資産税の賦課年度以降５年間
●交付申請
　７月～翌年３月15日の間
　◎固定資産税納付後の申請になります。
　◎助成金は年度毎の固定資産税額に応じて交付されるものであ
り、制度の利用を希望される場合は初回申請以降毎年度申請
が必要です。

　◎審査の結果助成金の交付を受けられない場合もあります。

　物価高騰による影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）を支援するため、１世帯あたり７万円を支給し
ます。対象となる可能性のある世帯への案内は、令和６年１月にお送りしています。申請期限は下記のとおりです。

※令和５年12月末時点で本町の税情報により確認し、対象となる可能
性がある世帯には、既にご案内をしています。それ以降、所得の申
告内容の修正等により世帯全員が “非課税” となった場合は、申請が
可能です。申請対象者は基準日（令和５年12月１日）時点の当該世
帯の世帯主で、振込口座も原則申請者本人名義のものとなります。

※未申告の方のいる世帯は、その方の所得の申告をした上で世帯全員
が “非課税” となった場合に対象となります。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

※助成金の制度については上記内容に
加え、他にも要件や注意事項があり
ます。詳しくは町ホームページの該
当記事内にて交付要綱をご確認いた
だくか、企画防災課までお問い合せ
下さい。

申請期限：令和６年３月12日（火）　※当日消印有効
臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や
「個人情報の搾取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国（の
職員）などをかたる不審な電話や郵便があっ
た場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察
署か警察相談専用電話（＃９１１０）にご連
絡ください。
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各　種　相　談

　
秘
密
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守
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相
談
無
料 
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平
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時
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時　
午

後
１
時
～
４
時
30
分
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土・日・

祝
・
年
末
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く
）

�　
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板
町
子
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若
者
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支

援
室
『
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い
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悩
み
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ち
の
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も
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若
者
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そ
の
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談
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た
だ
け

る
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。

　
ど
ん
な
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し
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決
方
法
を
探
し

ま
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。
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ず
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ご
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だ

さ
い
。
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あ
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の
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●
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上
板
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セ
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上
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役
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０
０
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４
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で
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●
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０
０
６
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談
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密
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厳
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丈
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で
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気
軽
に

ご
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談
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だ
さ
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。

固
定
電
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携
帯
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自
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内
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た
詐
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す

●
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０
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０
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課
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談
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け
た
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を
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り
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守
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
令

和
６
年
２
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は
次
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と
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。

●
開
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所

　
上
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町
中
央
公
民
館

　
（
役
場
２
階
）
第
１
会
議
室

●
開
催
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６
年
２
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15
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）

　
午
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〜
午
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４
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上
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町
消
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談
窓
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か
ら
の
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ひ
と
り
悩
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『
あ
い
』
に
相
談

し
て
み
ま
せ
ん
か

　上板町では、令和６年１月に能登
半島で発生した地震被害に対し、被
災地域の一日も早い復旧・復興を願
い、募金箱を設置しています。
　皆さまの温かいご支援、ご協力を
お願いいたします。
■設置場所
　・上板町役場　１階　ロビー
　・上板町老人福祉センター
　　　　　　　　１階　玄関内

能登半島地震に係る
災害義援金募金箱を
設置しています
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保健師からのお知らせです
INFORMATION

1 新型コロナワクチン接種について
⑴　令和６年３月31日をもって、特例臨時接種が終了いたします。公費負担での接種を希望される方は、
　３月末までに接種してください。
⑵　令和６年１月より、電話での予約方法が、板野郡コールセンターから下記に変更となりました。

〈予約方法〉　①　インターネットで予約をする。（24時間受付可能）
　　　右のQRコードを読み取るか上板町のホームページよりアクセスしてください。
　②　電話で予約をする。（板野郡コールセンターは終了し、下記となりました。）

　③　役場に来て予約をする。（代理入力）
　※上記の予約方法での予約が困難な方は、上板町保健相談センターで予約入力代行を行います。
　　対応時間：平日8：30 ～ 17：00
　※予約には「接種券が印字された予診票」に記載されている「接種券番号」が必要です。

上板町保健相談センター：☎０８８－６９４－３３４４
　　　　　　　受付時間：8：30 ～ 17：00（土日祝日を除く）

⬇⬇

2 高齢者の肺炎球菌予防接種について
　令和５年度助成の対象となる方には４月に個別通知を送付しています。
　（下記に該当する方のうち、今までに肺炎球菌ワクチン接種を受けたことのない方。）
　通知を紛失した方は、健康推進課（保健相談センター）までお問い合わせください。

年齢 生年月日 年齢 生年月日
65歳 昭和33年４月２日生～昭和34年４月１日生 85歳 昭和13年４月２日生～昭和14年４月１日生
70歳 昭和28年４月２日生～昭和29年４月１日生 90歳 昭和　８　年４月２日生～昭和　９　年４月１日生
75歳 昭和23年４月２日生～昭和24年４月１日生 95歳 昭和　３　年４月２日生～昭和　４　年４月１日生
80歳 昭和18年４月２日生～昭和19年４月１日生 100歳 大正12年４月２日生～大正13年４月１日生

60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方

　（1）自己負担額　４，０００円（接種費用から公費負担を除いた金額です。）
　　　※ただし、生活保護世帯の方は町が発行する「高齢者の肺炎球菌予防接種費用免除券」を発行しますので、
　　　　下記お問い合わせ先までお申し出ください。
　（2）接 種 期 限　令和６年３月31日（日）まで

3 個別検診について

※　町からの費用助成の対象となるのは、この期間中の1人1回のみです。
　　この期間に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種（全額自己負担）　となりますので、
　　ご注意ください。

検診名 対象者 自己負担金 検診期間
子宮頸がん検診 20歳以上の女性（２年に１回） 1,200円

令和６年３月31日まで
（医院の診療時間内）乳 が ん 検 診 40歳以上の女性（２年に１回） 1,500円

胃 内 視 鏡 検 診 50歳以上の方（２年に１回） 4,100円

《検診場所》県内広域医療機関
《申 込 み》保健相談センター・保健師まで（☎088−694−3344）にてお問い合わせください。

※胃内視鏡検診について
　この胃がん検診で実施する

内視鏡検査では、鎮静剤を
使用できません。また、同
一年度に胃部エックス線検
査と併用はできません。

● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４
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救急出動件数が
年々増加しています！
令和５年（2023年）は

1,409件！
迷った場合は、下記のサービス等をご利用ください。

今後は救急だけに限らず、さまざまな情報を発信させていただきます。

板野西部消防署　☎０８８－６７２－０１９８
ホームページ：https://www.itanoseibu-119.org

● お問い合わせ ●

●徳島救急医療電話相談
月曜日～土曜日　午後６時～翌朝８時 ／ 日曜日・祝日 24時間対応

または ☎088－622－6530♯7119
※救急車を呼んだほうがいいのか、今すぐ病院へ行った方がいいのか判断に迷う場合、看護師
からアドバイスを受けることができます。（通話料は相談者のご負担となります。）

●徳島こども医療電話相談
月曜日～土曜日　午後６時～翌朝８時 ／ 日曜日・祝日 24時間対応

または ☎088－621－2365♯8000
※こどもの急な発熱、けいれん、嘔吐、頭をぶつけたなど、症状に適した対処の仕方や受診する
病院等の相談ができます。（通話料は相談者のご負担となります。）

令和元年（2019）
令和２年（2020）
令和３年（2021）
令和４年（2022）
令和５年（2023）

1,218件
1,044件
1,122件
1,247件
1,409件

年 救急出動件数

『救急車を呼ぶ？』『すぐ病院に行くほうがいい？』
『診察してくれる病院がわからない』

救急出動件数が過去最高を記録！救急出動件数が過去最高を記録！

緊急だと思ったら、
ためらわず

119番通報を ! !

※板野西部消防署管内

● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

①　15分以上続く突然の胸の痛み、圧迫感、
　　重苦しさ、特に冷や汗を伴うようなもの
　　⇒心筋梗塞、狭心症などが疑われます！
②　突然、意識がなくなる
　　⇒脳出血、脳梗塞などが疑われます！
③　突然、手や足に麻痺がおこる
　　⇒脳出血、脳梗塞などが疑われます！
④　呼吸が苦しくなる
　　息を吸うごとにヒューヒュー音がしている
　　息を吐くときに大げさに肩を動かしている
　　意識がはっきりしない、など
⑤　出血が止まらなくなる
　　傷口から血液が勢いよくふきだしている
　　血液が大量に流れ出している、など
⑥　広い範囲のやけど
　　（例：体の表面積の15％以上）
⑦　交通事故
　　⇒特にはねとばされたり、歩行ができない、
　　　意識がないなど
　　　現場検証の前に119番通報
⑧　心肺停止状態
　　心臓と呼吸が止まった状態で、
　　放置すれば死んでしまう。一刻を争う状態。
⑨ その他、いつもと様子が全く違う、
　　顔色が真っ青などの異常がある、など

◆ 私のかかりつけ医 ◆
病 院 名

電話番号

診療時間

＊化学物質（タバコ・家庭用品）、医薬品、動植物の毒な
どによって急性中毒の事故が発生した場合には…

大阪中毒110番（365日　24時間対応）
 ☎︎072−727−2499 　（情報提供：無料）

緊急を要する重症な状態の場合は、次の要領で通報し
てください。
❶　119番にダイヤルする。
❷　「火事ですか。救急ですか。」と尋ねられるので、
　　「救急です」と告げる。
❸　救急車に来てもらう場所、患者の氏名、年齢、状態

を伝える。
　　⃝マンションの場合はマンションの名前、○階、

○号室
　　⃝場所がわかりにくい場合は、目印となる建物や

道路名など
❹　救急車を待っている間に次のものを用意する。
　　⃝健康保険証　⃝お金　⃝普段飲んでいるお薬
❺　救急車のサイレンが聞こえたら、場所を案内す

る人を出し、誘導する。
❻ 救急車が到着したら、次のことを伝える。
　 ⃝救急車が到着するまでの容態変化
　 ⃝応急手当をした場合は、その内容
　 ⃝持病がある場合は、その病名、かかりつけ医

4 救急車の正しいかかり方について

こんな時は救急車を
呼びましょう

救 急 車 の 呼 び 方
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担当時間以外
の深夜の救急

きたじま田岡病院　　698−1234　　全日対応ですが、要確認
稲 　 次 　 病 　 院　　692−5757　　水曜日、土曜日は受診前に要確認
東徳島医療センター　　672−1171　　対応日は確認してください

※休日・夜間緊急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。

令和６年 ２・３月分
〈2/1～3/10 まで〉

市外局番は
（０８８）です。在 宅 当 番 医在 宅 当 番 医 ■ 担当時間 ■

平日18：00～22：00
休日　9：00～22：00

こども
用

とくしまの小児救急医療体制 各医療機関
所在地

※受診される場合は、事前に確認し健康保険証・医療費助成の
受給者証をお持ちのうえご利用ください。

本ページの医療体制は変更されることがあります。
最新の情報は左記ＱＲコードからご確認ください。
https://anshin.pref.tokushima.jp/med/docs/
2012081600367/

２
月

1 ㈭ 井 上 病 院 672−1185
2 ㈮ あ い ず み 松 本 眼 科 677−5568
3 ㈯ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692−0110
4 ㈰ み や ざ き 内 科 診 療 所 672−6618
5 ㈪ 三 愛 内 科 672−0176
6 ㈫ 福 島 内 科 672−4970
7 ㈬ 新 野 医 院 672−0571
8 ㈭ 近 藤 内 科 医 院 672−5630
9 ㈮ ファミリークリニックしんの 672−5148

10 ㈯ こ う の INR ク リ ニ ッ ク 693−1103
11 ㈰ 井 関 ク リ ニ ッ ク 637−6066
12 ㈪ 友 成 医 院 694−5515
13 ㈫ み や ざ き 内 科 診 療 所 672−6618
14 ㈬ 野　 田　（ 泰 ）　 医　 院 694−2009
15 ㈭ 友 成 医 院 694−5515
16 ㈮ 井 関 ク リ ニ ッ ク 637−6066
17 ㈯ 芳 川 病 院 699−5355
18 ㈰ 野　 田　（ 泰 ）　 医　 院 694−2009
19 ㈪ 上 板 整 形 外 科 ク リ ニ ッ ク 637−6600
20 ㈫ 川 原 眼 科 694−8388

２
月

21 ㈬ 浦 田 病 院 699−2921
22 ㈭ 安 芸 内 科 692−6111
23 ㈮ 有 住 内 科 ク リ ニ ッ ク 698−8655
24 ㈯ 井 上 病 院 672−1185
25 ㈰ 越 智 内 科 胃 腸 科 698−3111
26 ㈪ 藍住たまき青空クリニック 678−7727
27 ㈫ 井 上 医 院 699−8070
28 ㈬ 春 藤 内 科 胃 腸 科 699−3777
29 ㈭ 谷口耳鼻咽喉科クリニック 699−2787

３
月

1 ㈮ か ま だ 眼 科 678−8585
2 ㈯ あ い ず み 松 本 眼 科 677−5568
3 ㈰ 浦 田 病 院 699−2921
4 ㈪ たかた整形外科・せぼねクリニック 698−8689
5 ㈫ 有 住 内 科 ク リ ニ ッ ク 698−8655
6 ㈬ 越 智 内 科 胃 腸 科 698−3111
7 ㈭ 吉 野 川 病 院 698−6111
8 ㈮ 新 居 内 科 698−8808
9 ㈯ 三 愛 内 科 672−0176

10 ㈰ 芳 川 病 院 699−5355

２月　保健行事予定表

● お問い合わせ ●
上板町保健相談センター　☎０８８−６９４−３３４４

Ⅰ　健康相談・健康教育
月日 時　間 場　所 内　容 担　当

2/6 13：30～
15：00

保健相談
センター

個別健康相談・
健康教育

保健師・管理栄養
士・理学療法士

3/5 13：30～
15：00

保健相談
センター 個別健康相談 保健師・管理栄養

士

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

3/1 9：50～
10：00

保健相談
センター

離乳食教室、赤
ちゃんの成長発
達・事故予防・
予防接種につい
て

令和５年８月26日～
令和５年12月21日生

３．のびのび子育て教室

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

2/7
※個別通知
　にて案内
　します。

保健相談
センター

問診、身体測定、
診察、育児相談、
栄養相談

令和５年３月４月、
令和５年９月10月生

Ⅱ　乳幼児健康診査
１．乳児健康診査

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

2/21
※個別通知
　にて案内
　します。

保健相談
センター

股関節脱臼検
診・ ブ ッ ク ス
タート

令和５年８月26日～
令和５年12月21日生

２．股関節脱臼検診・ブックスタート

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

2/14
※個別通知
　にて案内
　します。

保健相談
センター

問診、内科・歯
科診察、身体測
定、尿検査、発
達・育児・歯科・
栄養相談

令和２年６月１日～
令和２年８月31日生

４．３歳児健康診査
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確定申告会場への入場は「入場整理券」が必要です！

鳴 門 税 務 署 か ら の お 知 ら せ

《所得税等の確定申告会場》

《入場整理券の入手方法は・・・》

又は
⇦友だち追加はこちらから！

オンラインで
事前発行 確定申告会場で

当日配布

　　オンライン事前発行の方法は、①LINEアプリから国税庁LINE公式アカウントを友だち追加、②
「トーク」画面から「相談を申し込む」を選択、③税務署や来場希望日時を選択、④内容を確認して
「申込」をタップして完了、入場時に申込完了画面を提示すれば入場できます。

　　入場整理券の当日の配付状況は、国税庁ホームページから確認できます。
※申告書等の提出のみであれば、入場整理券は不要です。
※入場整理券の配付状況により、午後４時前であっても受付を終了させていただく場合があります。

確定申告はマイナンバーカードとスマホでますます便利に

● お問い合わせ ●　　鳴門税務署　　☎０８８－６８５－４１０１

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は、スマホやパソコンから画面の案内に沿って
金額等を入力するだけで、申告書や青色申告決算書・収支内訳書の作成・e-Tax による送信ができます。
　またマイナンバーカードを利用してマイナポータルと連携することにより、申告に必要な控除証明書
等のデータを一括取得することができ、一括取得したデータは確定申告書の該当項目へ自動入力できま
す。控除証明書等の集計や 1件ずつ入力する手間が不要で大変便利です。

【事前準備の詳細は
　こちらから】

【確定申告書等
　作成コーナー】
　はこちらから

申告書の作成・送信は、国税庁ホームページで！マイナポータル連携について

◇　開 設 期 間：２月16日（金）～３月15日（金）（土・日・祝日を除く。）
◇　相談受付時間：午前８時30分～午後４時（相談開始は午前９時から）
※　書類提出受付：午前８時30分～午後５時
※　確定申告会場では、ご自身のスマートフォンを用いた申告書作成指導を行っています。
　　スマ－トフォンをお持ちの方はご持参ください。

作成コーナー
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令和６年２月15日（木）～３月15日（金）
（土日祝日を除く）
午前９時〜午後４時30分
上板町農村環境改善センター　農事研修室

期間

時間
場所

● お問い合わせ ●　　上板町役場　税務課　　☎０８８−６９４−６８０７

申告納税相談のご案内
（所得税・住民税・国保税等） 

月日 曜日 支部名等
２月15日 木 全地区　年金のみの方
２月16日 金 全地区　年金のみの方

２月19日 月 北高瀬　古町　瀬部　元原　元原２　仁界
中須賀　鍛冶屋原南団地

２月20日 火 柚木全支部　栗ノ木全支部　天王
石橋ノ上　泓ノ上

２月21日 水 引野全支部

２月22日 木 中東1、2　中西東　中西西　セリエタウン
山田　山田南　原　北　川原田団地

２月26日 月 大東　原東　原西１、２、３

２月27日 火 神宮寺１､ ２　大山町　大山畑
フルーツタウン神宅　殿宮　小柿１　小柿北

２月28日 水 中北　大南１、２、３　小柿団地
神宅団地　神宅　西金屋　学園橋

２月29日 木 川西１、２　川東１、２　滝ノ宮
青木・西分・横関・八坂各団地

月日 曜日 支部名等

３月　１　日 金 日吉　小路　古北村　地家　西高原　中筋
中筋第２　辻　大北村

３月　４　日 月 椎本全支部　神明　東光　馬道　馬道南
馬道南2　原渕 東光団地 君ノ木  藍生

３月　５　日 火 南瀬部　北瀬部　鳥屋　樫山
瀬部サンタウン

３月　６　日 水 井内全支部　古田南　古田北

３月　７　日 木 新田全支部　新東　上六條　下六條全支部
高磯全支部

３月　８　日 金 佐藤塚全支部　第十新田　第十団地

３月11日 月 全地区特別な事由により上記期間中に申告
できなかった方

３月12日 火 〃
３月13日 水 〃
３月14日 木 〃
３月15日 金 〃

申 告 相 談 日 程 表

1　令和６年１月１日現在、上板町に住所がある方
で、前年中（令和５年１月１日～令和５年12月
31日）に所得のあった方

2　給与所得者で次に該当する方
　　⑴　給与所得以外に営業、農業、不動産、年金等

の所得があった方
　　⑵　２ケ所以上から給与の支払いを受けている方
　　⑶　前年中に退職した方や一定の所に勤務してい

ない方
3　上板町国民健康保険･後期高齢者医療保険加入者
　　（前年中に所得がない場合でも申告が必要です。）
4　住宅借入金等特別控除、医療費控除、寄附金控

除等を受けようとする方

1　税務署より郵送された「確定申告のお知らせ」はがき（届
いた方のみ）

2　収支計算に必要な書類、帳簿、記録簿、領収書
3　給与所得者、年金受給者については源泉徴収票（原本）
4　生命保険料、地震保険料等の支払証明書、社会保険料領収書、

国民年金保険料控除証明書
5　医療費控除を受けられる方は「医療費控除の明細書」と「保

険などで補填される金額の明細書」
6　還付申告の場合は、本人名義の口座番号（銀行名・支店名・

預金種類・番号）
7　申告書には、マイナンバーの記載が必要です。
申告時に「番号確認」と「身元確認」を行いますので以下の書
類をお持ちください。
●　マイナンバーカードをお持ちの方は
　　マイナンバーカードの提示が必要です。
●　マイナンバーカードをお持ちでない方は

　
　【番号確認書類】と【身元確認書類】の提示が必要です。
※控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者についてもマイナ

ンバーの記載が必要です。
　（控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者の本人確認書類

は不要です。）
※代理人が申告する場合
　申告者本人分の必要書類に加え､ 代理人の方の身分証明書の

提示が必要です。

【番号確認書類】
マイナンバーを確認でき
る書類
⃝通知カード
⃝住民票の写し又は住民

票記載事項証明書
などのうちいずれか１つ

【身元確認書類】
記載したマイナンバーの持ち主であることを
確認できる書類
⃝運転免許証　⃝公的医療保険の被保険者証
⃝パスポート　⃝身体障害者手帳
⃝在留カード
などのうちいずれか１つ

＋

申告納税相談に必要なもの申 告 が 必 要 な 方

※相談日は大変混雑しますので、医療費の領収書や収
支内訳書は必ず計算したものをご持参ください。計
算ができていなければ、会場にてご自分で計算して
いただきます。
※令和元年分の確定申告受付から、申告書の提出方法
が、書面提出からデータ提出へと変更になります。
　これに伴い、利用者識別番号をお持ちでない方は、
利用者識別番号の取得に時間をいただきますので、
予めご了承ください。　
※例年申告会場は大変混雑しますので、電子申告や郵
送による申告などをご検討いただき、ご理解ご協力
をお願いします。

上板町ＨＰ「申告納税相談（所得税・
住民税・国保税等）のご案内」におい
ても掲載していますので、確認できま
す。

申告納税相談QR ➡
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①
10
月
２
日

・
初
議
会
前
議
会
議
員
全
員
協
議
会

　
初
議
会
に
つ
い
て
事
前
協
議

②
10
月
６
日

・
令
和
５
年
第
３
回
臨
時
会
（
初
議
会
）

　
正
副
議
長
選
挙
、
各
委
員
会
構
成
等

③
10
月
13
日

・
四
国
地
区
議
長
会
研
修
会

④
11
月
13
日

・
議
会
改
革
特
別
委
員
会

　
議
会
改
革
に
つ
い
て
協
議

⑤
11
月
27
日

・
令
和
５
年
第
４
回
臨
時
会

・
議
会
議
員
全
員
協
議
会

　
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業
に
つ
い
て
他
協
議

・
総
務
常
任
委
員
会

　
幼
稚
園
の
統
合
問
題
に
つ
い
て
協
議

⑥
12
月
５
日

・
議
会
運
営
委
員
会

　
第
４
回
定
例
会
開
催
日
程
等
協
議

⑦
12
月
７
日

・
議
会
議
員
全
員
協
議
会

　
第
４
回
定
例
会
提
出
議
案
説
明

⑧
12
月
12
日
～
15
日
（
会
期
）

・
令
和
５
年
第
４
回
定
例
会

　
12
月
12
日　
町
長
挨
拶
及
び
提
出
議
案
提

案
理
由
の
説
明
、
一
般
質
問

　
12
月
13
日　
一
般
質
問

　
　
議
会
改
革
特
別
委
員
会
協
議
会

　
　
町
民
懇
談
会
等
に
つ
い
て
協
議

　
12
月
14
日　
一
般
質
問

　
　
議
会
運
営
委
員
会

　
　
追
加
議
案
の
議
事
進
行
に
つ
い
て
協
議

　
　
総
務
常
任
委
員
会

　
　
幼
稚
園
の
統
合
問
題
に
つ
い
て
協
議

　
12
月
15
日　
議
案
審
議
・
議
決
閉
会

質
問
１

住
み
や
す
い
、
住
み
続
け
た
い
町
づ
く
り
に

つ
い
て

①
小
さ
く
て
も
キ
ラ
リ
と
光
る
町
づ
く
り
は
、

ど
れ
ぐ
ら
い
実
行
で
き
た
の
か

答　
弁
　

松
田
町
長

　
少
子
化
対
策
、
子
育
て
支
援
、
高
齢
者
対

策
、
人
口
減
少
対
策
を
行
い
、
定
住
化
促
進

を
図
り
、
施
設
の
改
修
や
整
備
を
行
っ
た
。

　
ブ
ラ
ン
ド
農
産
物
、
藍
や
サ
ト
ウ
キ
ビ
を

奨
励
し
、
有
害
鳥
獣
対
策
、
備
蓄
倉
庫
な
ど

防
災
対
策
を
行
っ
た
。

　

町
内
６
カ
所
に
意
見
箱
を
取
り
入
れ
た
。

住
民
の
意
見
を
集
約
し
、
公
約
実
現
に
向
け

て
努
力
す
る
。

②
保
育
所
な
ど
老
朽
化
し
た
施
設
の
改
修
や

補
修
・
解
体
に
追
わ
れ
、
町
独
自
の
投
資
、

事
業
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
本
当
に

住
み
や
す
い
町
、
住
み
続
け
た
い
町
に
で

令
和
５
年
10
月
～
12
月

「
議
会
の
う
ご
き
」

議
会
だ
よ
り
上
板
町
議
会

い
物
難
民
等
が
増
え
て
い
る
。
現
在
、
上

板
に
住
ん
で
い
る
町
民
に
目
を
向
け
、
声

を
聞
き
、
寄
り
添
っ
た
政
策
を
実
行
し
町

づ
く
り
を
す
べ
き
で
あ
る

答　
弁
　

松
田
町
長

　
公
約
を
一
つ
一
つ
実
行
す
る
こ
と
が
町
の

活
力
再
生
に
な
る
。
町
民
の
暮
ら
し
や
福
祉

の
満
足
度
を
高
め
、
本
町
の
魅
力
度
を
高
め

る
こ
と
で
、
周
辺
自
治
体
に
埋
も
れ
る
こ
と

の
な
い
存
在
感
あ
る
町
づ
く
り
と
な
り
、
キ

ラ
リ
と
光
る
ま
ち
だ
と
思
う
。

再
問　
令
和
４
年
度
は
未
執
行
、
未
実
行
の

事
業
が
多
く
、
決
算
で
約
５
億
６
２
０
０ 

万
円
も
残
し
た
。
政
策
と
町
民
の
要
望
が

ず
れ
て
い
る
。
町
民
が
望
み
、
困
り
、
不

便
と
感
じ
る
こ
と
を
改
善
、
解
消
す
る
こ

と
が
、
住
み
や
す
く
住
ん
で
み
た
い
町
づ

く
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
役
場
に
は
２
２
６
名
の
職
員
が
お
り
、
特

別
職
や
委
員
等
を
含
め
、
そ
の
英
知
を
結

集
し
、
私
た
ち
が
納
め
た
税
金
を
有
効
に

活
用
し
、
本
当
に
住
み
や
す
い
町
、
上
板

と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

質
問
１

多
目
的
支
援
巡
回
車(

コ
ミ
バ
ス)

に
つ
い
て

①
タ
ク
シ
ー
券
の
利
用
状
況
に
つ
い
て

答　
弁
　

廣
野
健
康
推
進
課
長

　
高
齢
者
外
出
バ
ス
：
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成

事
業
に
お
い
て
タ
ク
シ
ー
券
は
、11
月
末
現
在

で
１
万
円
の
申
請
者
が
７
１
０
名
、５
千
円
の

申
請
者
が
42
名
で
計
７
５
２
名
、５
０
０
円
券

が
１
４
６
２
０
枚
、金
額
に
し
て
７
３
１
万
円

と
な
っ
て
お
り
、利
用
状
況
と
し
て
は
２
６
４
万

き
て
い
る
の
か

答　
弁
　

松
田
町
長

　
日
本
酪
農
協
同
㈱
が
上
板
に
徳
島
工
場
を

移
転
し
、
徳
島
県
が
安
楽
寺
周
辺
の
県
道
拡

幅
と
六
条
大
橋
の
歩
道
拡
幅
に
着
手
し
た
。

保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
と
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン

タ
ー
の
建
築
な
ど
、企
業
誘
致
活
動
、利
便
性

の
向
上
、
健
康
拠
点
づ
く
り
に
取
り
組
ん
だ
。

　
こ
れ
ら
の
政
策
が
も
た
ら
す
効
果
か
ら
住

み
や
す
い
町
、
住
み
続
け
た
い
町
が
実
現
で

き
る
と
考
え
て
い
る
。

③
町
の
現
状
に
沿
っ
た
事
業
を
行
わ
な
け
れ

ば
町
の
活
性
化
も
図
れ
ず
、
町
民
か
ら
住

み
や
す
く
な
っ
た
、
住
み
続
け
た
い
と
言

う
声
が
聞
こ
え
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
町

に
す
れ
ば
、
キ
ラ
リ
と
光
り
、
住
み
や
す

く
な
る
と
考
え
て
い
る
の
か

答　
弁
　

松
田
町
長

　
よ
り
広
く
意
見
を
聞
き
、
予
算
配
分
や
政

策
決
定
に
お
い
て
総
合
計
画
を
基
本
と
し
、

町
民
の
要
望
を
反
映
さ
せ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

や
地
域
団
体
と
協
力
し
取
組
を
進
め
る
。

　
住
環
境
、
公
共
施
設
や
交
通
イ
ン
フ
ラ
を

整
備
し
、
町
の
魅
力
を
高
め
、
地
域
の
特
産

品
や
文
化
な
ど
地
域
資
源
を
活
か
し
た
取
組

を
進
め
、
町
外
の
人
か
ら
本
町
に
魅
力
を
感

じ
、
上
板
に
住
み
た
い
と
思
う
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
た
い
。

④
実
施
し
て
い
る
事
業
は
、
ど
こ
の
市
町
村

で
も
行
っ
て
い
る
。
明
確
な
ま
ち
づ
く
り

の
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
、
上
板
な
ら
で
は
の

事
業
・
政
策
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。

　
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
み
、

空
き
家
、
空
き
地
、
耕
作
放
棄
地
な
ど
荒

れ
地
が
年
々
増
え
続
け
る
。
水
道
料
金
は

県
内
４
番
目
に
非
常
に
高
額
で
あ
る
。
介

護
保
険
料
も
全
国
約
１
７
０
０
自
治
体
の

中
で
58
番
目
に
高
額
で
あ
る
。家
庭
ご
み・

大
型
ご
み
は
、
戸
別
回
収
さ
れ
ず
、
道
路

は
劣
悪
、
下
水
道
が
無
く
、
家
庭
雑
排
水

の
排
水
先
が
無
い
。
移
動
手
段
も
無
く
買

「
一
般
質
問
」岩

野
角
雄 

議
員

富
永
志
郎 

議
員

（

）

（

）

（

）
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円
使
用
さ
れ
、
36%

の
利
用
率
と
な
り
ま
す
。

②
２
０
２
３
年
４
月
現
在
の
後
期
高
齢
者
の

人
数
、
ま
た
２
０
２
４
年
４
月
に
予
想
さ

れ
る
後
期
高
齢
者
の
人
数
は

答　
弁
　

廣
野
健
康
推
進
課
長

　

２
０
２
３
年
４
月
の
後
期
高
齢
者
の
人
数

は
２
０
２
０
人
、
２
０
２
４
年
４
月
の
後
期

高
齢
者
の
人
数
は
２
２
０
８
人
と
な
る
予
定

で
あ
り
ま
す
。
ま
た
65
歳
以
上
の
高
齢
化
率

は
２
０
２
３
年
12
月
１
日
現
在
１
１
３
０
４

人
に
対
し
４
１
１
０
人
で
36
．４
％
で
す
。

③
公
共
バ
ス
の
利
用
状
況
に
つ
い
て

答　
弁
　

廣
野
健
康
推
進
課
長

　
高
齢
者
外
出
バ
ス
助
成
に
つ
い
て
10
月
末

現
在
で
１
万
円
の
申
請
者
が
32
人
、５
０
０
０

円
の
申
請
者
が
42
人
で
計
74
人
１
０
０
円
券

が
５
３
０
０
枚
で
金
額
に
し
て
53
万
円
と

な
っ
て
お
り
、利
用
状
況
と
し
て
は
１
０
０
円

券
が
１
９
７
４
枚
金
額
に
し
て
19
万
７
４
０
０

円
と
な
っ
て
お
り
、
37
．２
％
の
利
用
率
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在
バ
ス
の
利
用
人
数

は
１
日
で
40
人
強
が
利
用
し
て
い
ま
す
。

④
上
記
の
状
況
を
踏
ま
え
て
コ
ミ
バ
ス
の
設

置
を
強
く
要
望
す
る
が
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト

と
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
見
解
は

答　
弁
　

廣
野
健
康
推
進
課
長

　
板
野
郡
内
に
お
い
て
コ
ミ
バ
ス
を
運
行
し

て
い
る
松
茂
町
お
よ
び
北
島
町
に
お
い
て
こ

れ
ま
で
の
状
況
等
に
つ
い
て
指
導
い
た
だ
き

ま
し
た
。
コ
ミ
バ
ス
設
置
の
メ
リ
ッ
ト
は
昨

今
の
高
齢
化
や
、
高
齢
化
に
伴
う
免
許
証
の

返
納
、
公
共
交
通
機
関
の
不
便
さ
に
よ
り
買

い
物
や
通
院
と
い
っ
た
日
々
の
交
通
手
段
に

困
惑
し
て
い
る
方
の
足
と
な
れ
る
点
で
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し

て
は
初
期
投
資
や
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
に
莫

大
な
費
用
を
必
要
と
す
る
点
が
あ
り
ま
す
。

コ
ミ
バ
ス
の
運
行
を
や
め
ろ
と
言
う
声
は
あ

が
っ
て
い
な
い
た
め
住
民
の
方
も
メ
リ
ッ
ト

と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と

考
え
ま
す
。

⑤
今
後
設
置
す
る
と
な
れ
ば
ど
の
程
度
の
問

題
が
予
想
さ
れ
る
か
。
金
銭
面
や
利
用
人

数
、
利
用
の
仕
方
等

答　
弁
　

廣
野
健
康
推
進
課
長

　
コ
ミ
バ
ス
を
運
行
さ
せ
る
と
な
る
と
国
土

交
通
省
が
示
し
て
い
る
導
入
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
あ
る
現
在
あ
る
路
線
バ
ス
と
の

整
合
性
を
は
か
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
次
に

事
業
計
画
そ
の
次
に
運
行
計
画
そ
の
他
路
線

バ
ス
と
の
接
続
、
初
期
投
資
や
ラ
ン
ニ
ン
グ

コ
ス
ト
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑥
自
治
体
と
地
域
住
民
と
の
意
見
集
約
が
必

要
と
な
っ
て
来
る
が
い
つ
、
ど
の
様
に
や

る
の
か

答　
弁
　

廣
野
健
康
推
進
課
長

　
町
民
懇
談
会
で
意
見
交
換
す
る
の
も
ひ
と

つ
の
手
段
と
思
い
ま
す
が
、
松
茂
町
に
お
い

て
は
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
計
画
検
討

委
員
会
」を
定
期
的
に
開
催
し
、自
治
会
、バ

ス
事
業
者
、行
政
、警
察
等
が
意
見
交
換
を
進

め
て
い
る
そ
う
で
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

運
行
計
画
に
は
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
あ
り
じ
っ

く
り
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

再
問　
今
か
ら
２
、３
年
か
け
て
で
も
住
民

福
祉
向
上
の
た
め
真
剣
に
取
り
組
ん
で
ほ

し
い
と
思
い
ま
す

質
問
１

重
点
支
援
交
付
金
に
つ
い
て

①
低
所
得
世
帯
支
援
分
は
、
住
民
税
非
課
税

世
帯
に
７
万
円
支
給
さ
れ
る
。
推
奨
事
業

メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
物
価
高
騰
の
影
響
を
受

け
た
生
活
者
や
事
業
者
に
対
す
る
支
援
が

あ
る
。
こ
の
交
付
金
は
い
つ
交
付
さ
れ
て
、

交
付
限
度
額
は
い
く
ら
か

答　
弁
　

廣
澤
総
務
課
長

　
低
所
得
世
帯
分
は
７
千
９
百
30
万
円
、
推

薦
事
業
メ
ニ
ュ
ー
分
は
３
千
４
百
20
万
円
と

な
っ
て
い
て
交
付
は
未
定
。

②
生
活
者
支
援
と
事
業
者
支
援
と
も
物
価
高

騰
か
ら
町
民
の
暮
ら
し
を
支
え
る
取
り
組

み
を

答　
弁
　

廣
澤
総
務
課
長

　
課
長
会
を
通
じ
て
意
見
集
約
を
行
い
取
り

組
み
を
決
定
し
た
い
。

質
問
２

子
ど
も
の
医
療
費
無
料
化
に
つ
い
て

　
徳
島
県
が
来
年
度
か
ら
子
ど
も
の
医
療
費

を
高
校
卒
業
ま
で
拡
大
の
方
針
。
町
単
独
の

実
施
分
が
軽
減
さ
れ
る
。
18
歳
ま
で
の
自
己

負
担
６
０
０
円
を
無
料
に

答　
弁
　

高
原
民
生
児
童
課
長

　
今
後
の
状
況
を
見
て
検
討
し
た
い
。

質
問
３

学
校
給
食
費
に
つ
い
て

①
給
食
費
の
無
償
化
を
実
施
し
て
ほ
し
い

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
町
単
独
で
実
施
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し

い
。
国
が
無
償
化
を
検
討
し
て
い
る
の
で
、

優
先
順
位
を
検
討
し
た
上
で
対
応
し
た
い
。

②
公
会
計
化
の
導
入
を

　
公
会
計
化
で
給
食
費
の
徴
収
管
理
が
自
治

体
の
役
割
に
な
る
の
で
、
教
職
員
の
負
担

軽
減
に
つ
な
が
る

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
公
会
計
化
に
向
け
て
町
が
徴
収
管
理
を
行

う
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
が
、
国
が
無
償
化

を
実
施
し
た
場
合
、
必
要
が
な
く
な
る
の
で

国
の
動
向
を
注
視
し
た
い
。

質
問
４

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
に
つ
い
て

　
徳
島
県
は
来
年
４
月
か
ら
こ
の
制
度
の
運

用
を
始
め
る
予
定
。
上
板
町
で
も
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
欲
し
い

答　
弁
　

乾
住
民
人
権
課
長

　
自
治
体
が
同
性
カ
ッ
プ
ル
と
認
め
、
様
々

な
サ
ー
ビ
ス
や
社
会
的
配
慮
を
受
け
や
す
く

す
る
制
度
で
あ
る
。
板
野
郡
で
は
北
島
町
が

導
入
し
て
い
る
。

質
問
１

災
害
時
等
に
対
応
す
る
避
難
施
設（
体
育
館
）

の
建
設
に
つ
い
て

①
町
に
は
、町
立
体
育
館
は
な
い
。体
育
館
の

設
置
目
的
等
を
如
何
に
認
識
し
て
い
る
の
か

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
町
立
体
育
館
は
、
町
民
の
心
身
の
健
全
な

発
達
や
育
成
に
あ
る
と
考
え
る
。

②
大
雨
時
に
は
宮
川
内
谷
川
南
堤
防
は
決
壊

す
る
確
率
は
高
い
。
南
地
域
町
民
の
避
難

方
策
は

答　
弁
　

東
理
事
・
企
画
防
災
課
長
　

　
宮
川
内
谷
川
南
岸
地
域
は
洪
水
浸
水
想
定

区
域
が
あ
り
、
大
雨
時
河
川
が
氾
濫
し
、
浸

水
被
害
が
生
じ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
町
は
避

難
指
示
等
の
判
断
基
準
を
設
け
、
情
報
を
収

集
の
上
、
防
災
無
線
等
で
知
ら
せ
て
い
る
。

再
問　
南
岸
地
域
の
町
民
の
避
難
を
真
剣
に

考
え
て
い
る
の
か

答　
弁
　

東
理
事
・
企
画
防
災
課
長

　
洪
水
に
対
応
す
る
避
難
場
所
は
指
定
緊
急

避
難
場
所
８
カ
所
の
他
安
全
な
場
所
に
あ
る

親
戚
宅
等
も
避
難
先
と
し
て
検
討
し
て
ほ
し
い
。

③
建
設
を
め
ざ
し
て
の
検
討
を
開
始
し
て
い

な
い
理
由
は

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

柏
木
美
治
代 

議
員

本
淨
敏
之 

議
員
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町
民
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
、
体
育

館
の
建
設
を
含
め
公
的
施
設
は
優
先
順
序
を

付
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し

た
。
幼
稚
園
、
小
中
学
校
の
校
舎
の
老
朽
化

へ
の
対
応
等
を
優
先
し
た
い
。

再
問　
体
育
館
の
建
設
の
検
討
が
進
ん
で
い

な
い
状
態
を
如
何
に
考
え
て
い
る
の
か

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
体
育
館
の
建
設
に
つ
い
て
は
町
部
局
と
検

討
す
る
場
を
設
置
し
た
い
。

答　
弁
　

和
田
教
育
長

　
体
育
館
は
、ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
、リ
ク
レ
ー

シ
ョ
ン
、
豊
か
な
生
活
を
推
進
す
る
上
で
大

切
な
施
設
で
あ
る
。

質
問
２

現
在
あ
る
施
設
を
活
用
の
上
、
町
立
図
書
館

の
設
置
に
つ
い
て

①
町
立
図
書
館
の
存
在
価
値
を
如
何
に
認
識

さ
れ
て
い
る
の
か

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
町
立
図
書
館
は
、
読
書
の
推
進
、
豊
か
な

時
間
を
過
ご
し
、
地
域
文
化
の
創
造
に
関
わ

る
施
設
で
あ
る
。

②
板
野
町
立
図
書
館
の
利
用
料
と
し
て
年
間

５
０
０
万
円
支
払
い
、
利
用
年
数
は
優
に

20
年
を
超
え
て
い
る
が

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
板
野
町
は
、
図
書
館
の
管
理
費
用
と
し
て

年
間
１
、４
０
２
万
円
の
費
用
を
支
出
し
て

い
る
。
上
板
町
の
負
担
は
少
額
で
あ
る
。

③
上
板
町
立
図
書
館
設
置
候
補
施
設
と
し
て
、

技
の
館
、
４
カ
所
の
老
人
集
会
所
（
街
角

図
書
館
）
を
考
え
る
が

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
今
後
、
ご
提
案
を
参
考
に
し
な
が
ら
検
討

し
た
い
。

質
問
３

勤
労
青
少
年
の
家
取
り
壊
し
に
係
る
樹
木
伐

採
の
問
題
に
つ
い
て

①
そ
の
敷
地
は
松
岡
博
士
の
生
誕
の
地
で
あ

る
。
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
松
岡
博
士
生
誕
の
地
で
あ
る
こ
と
は
、
承

知
し
て
お
り
、
勤
労
青
少
年
の
家
は
老
朽
化

が
進
行
し
た
の
で
取
り
壊
し
た
。

②
工
事
契
約
外
の
問
題
（
樹
木
伐
採
）
が
発

生
し
た
原
因
と
経
過
は

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
元
請
け
業
者
と
下
請
け
業
者
の
連
絡
が
十

分
で
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

③
業
者
に
よ
る
損
害
の
賠
償
、
契
約
外
工
事

に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か

答　
弁
　

松
田
町
長

　
業
者
を
厳
重
に
注
意
し
た
。
業
者
が
桜
の

木
等
を
植
え
て
い
る
。

質
問
４

上
板
町
文
化
祭
の
あ
り
方
に
つ
い
て

①
本
年
度
の
文
化
祭
を
ど
の
よ
う
に
総
括
し
、

如
何
に
文
化
祭
を
盛
り
上
げ
て
い
く
の
か

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
４
年
ぶ
り
に
開
催
し
た
が
、
各
団
体
及
び

出
演
の
方
々
の
ご
協
力
に
よ
り
無
事
終
了
で

き
た
。
問
題
点
等
に
つ
い
て
は
次
回
に
生
か

し
た
い
。

②
参
加
し
た
方
々
の
意
見
を
聞
き
参
考
に
し

て
は
ど
う
か

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
関
係
さ
れ
た
方
々
に
、
意
見
を
聞
き
、
来

年
の
文
化
祭
に
生
か
し
た
い
。

質
問
１

幼
稚
園
に
お
け
る
外
国
語
教
育
に
つ
い
て

①
専
任
講
師
の
配
置
に
つ
い
て

　
本
町
で
は
、
本
町
教
育
の
基
本
理
念
で
あ

る
「
上
板
町
を
担
う
人
材
が
育
つ
ま
ち
づ

く
り
」
の
実
現
に
向
け
て
、
様
々
な
取
り

組
み
を
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
承
知
し

て
お
り
ま
す
。

　
専
任
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
言
語
と
す
る
講
師
を

配
置
す
る
こ
と
は
、上
板
町
内
の
幼
稚
園
児

の
た
め
に
な
る
う
え
、今
後
、増
え
る
か
も

し
れ
な
い
多
国
籍
の
子
ど
も
の
受
け
入
れ

も
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
か
と
思
う
の
で
す
が

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
上
板
町
立
幼
稚
園
の
あ
り
方
検
討
委
員
会

第
１
回
目
の
会
議
を
８
月
21
日
に
、
第
２
回

目
を
10
月
25
日
に
開
催
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　
委
員
に
は
町
議
会
の
代
表
と
致
し
ま
し
て
、

総
務
常
任
委
員
長
も
お
い
で
ま
す
の
で
、
ご

提
言
の
外
国
語
教
育
に
つ
い
て
も
提
案
し
議

論
を
し
て
頂
け
る
事
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
そ
の
中
で
、
外
国
語
教
育
を
取
り
入
れ
特

色
有
る
教
育
を
進
め
て
い
く
べ
き
で
有
る
と

答
申
頂
け
れ
ば
、
専
任
教
師
の
配
置
も
含
め

調
査
研
究
し
進
め
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
令
和
６
年
10
月
を
目
処
に
答
申
を
頂
く
事

を
予
定
と
し
て
進
め
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご

理
解
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

再
問　
９
月
議
会
で
、
外
国
語
教
育
専
任
講

師
に
つ
い
て
「
上
板
町
立
幼
稚
園
の
あ
り

方
検
討
委
員
会
」
で
教
育
内
容
の
充
実
策

に
つ
い
て
検
討
し
、
具
体
的
な
方
策
を
答

申
す
る
と
い
う
答
弁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第
２
回
の
「
上
板
町
立
幼
稚
園
の
あ
り
方

検
討
委
員
会
」
で
は
、
町
立
幼
稚
園
の
再

編
、
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も

の
成
長
に
つ
な
が
る
環
境
整
備
、
幼
保
小

の
連
携
や
交
流
に
つ
い
て
、
教
職
員
の
確

保
及
び
運
営
経
費
、
そ
の
他
、
町
立
幼
稚

園
の
あ
り
方
に
関
し
必
要
な
事
項
の
検
討

に
つ
い
て
諮
問
す
る
と
な
っ
て
お
り
ま
し

た
が
、
検
討
委
員
会
で
は
ど
の
よ
う
な
答

申
が
あ
り
ま
し
た
か
。
議
論
す
る
事
項
が

多
く
、
外
国
語
教
育
ま
で
及
ば
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
で
す
か
。
将
来
の
幼
稚
園
の

あ
り
方
で
は
な
く
、
今
現
在
行
わ
れ
て
い

る
幼
稚
園
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
、
教
育

委
員
会
、
園
長
会
で
検
討
す
る
な
ど
し
て
、

早
急
に
で
き
る
こ
と
か
ら
し
て
い
っ
て
は

ど
う
で
す
か

答　
弁
　

和
田
教
育
長

　
現
在
、
本
町
幼
稚
園
で
は
、
外
国
人
指
導

助
手
に
よ
り
ま
し
て
、４
幼
稚
園
共
に
年
少・

年
長
合
わ
せ
て
月
２
回
の
外
国
語
教
育
（
英

語
教
育
）
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
教
育
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
幼
稚

園
か
ら
外
国
語
に
親
し
む
こ
と
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
人
材
育
成
に
つ
な
が
る
こ
と
は
も
と

よ
り
、
多
様
性
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な
感
性
が
重

視
さ
れ
る
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
て
い
く

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
重
要
な
教
育
活

動
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

　
総
務
常
任
委
員
会
に
お
い
て
ご
議
論
し
て

い
た
だ
き
、
そ
の
答
申
を
元
に
教
育
委
員
会

と
し
て
、
専
任
講
師
の
配
置
に
つ
い
て
、
調

査
・
研
究
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
教
育
委
員
会
や
園
長
会
で
も
協

議
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
小
さ
く
て
も
キ
ラ
リ
と
光
る
上
板
教
育
」

推
進
の
た
め
、
ど
う
か
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

質
問
１

固
定
資
産
税
の
減
免
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い

て①
国
の
減
免
措
置
を
住
民
に
周
知
で
き
て
い

た
の
か
ど
う
か

前
田
忠
道 

議
員

上
原
勝
利 

議
員
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②
減
免
申
請
書
の
有
無
は

③
上
板
町
の
減
税
対
象
者
は
３
３
０
人
と
あ

る
が
、
税
金
の
滞
納
者
は
な
か
っ
た
の
か

④
減
税
対
象
者
は
全
員
審
査
を
ク
リ
ア
し
減

税
し
た
の
か

⑤
な
ぜ
、
突
然
に
固
定
資
産
税
の
課
税
誤
り

が
分
か
っ
た
の
か

⑥
こ
の
遡
及
課
税
に
つ
い
て
、
十
分
な
精
査

の
上
、
住
民
に
遡
及
課
税
し
た
の
か

⑦
も
し
、
こ
の
事
務
処
理
だ
け
の
間
違
い
で

あ
る
な
ら
ば
関
係
住
民
は
税
を
納
め
て
く

れ
る
と
思
い
ま
す
が
、そ
う
で
な
い
場
合
は

答　
弁
　

栗
尾
税
務
課
長

　
20
数
年
前
の
こ
と
で
残
っ
て
い
る
書
類
も

引
き
継
ぎ
事
項
も
全
く
な
く
詳
し
い
こ
と
は

分
か
ら
な
い
。
地
方
税
に
定
め
の
あ
る
固
定

資
産
税
の
重
大
な
錯
誤
に
よ
る
価
格
等
の
修

正
を
行
い
、
需
給
事
情
に
よ
る
減
点
補
正
に

て
減
額
課
税
し
て
い
た
家
屋
を
町
税
務
課
の

課
税
シ
ス
テ
ム
か
ら
抽
出
し
、
５
年
間
分
の

遡
及
課
税
を
し
ま
し
た
。
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

質
問
２

七
条
地
区
農
業
集
落
排
水
事
業
に
つ
い
て

①
七
条
地
区
だ
け
に
存
在
す
る
の
は
何
故
か

答　
弁
　

蔭
山
環
境
保
全
課
長

　
上
板
町
を
８
地
区
に
分
割
し
て
、
全
町
で

実
施
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
予
定
外
に
費

用
が
か
さ
む
の
で
計
画
変
更
し
ま
し
た
。

②
５
年
度
の
予
算
が
前
年
度
分
の
倍
以
上
に

増
加
し
て
い
る
が
そ
の
原
因
は
。
機
能
診

断
業
務
等
に
よ
り
５
年
間
で
機
能
強
化
工

事
を
行
う
計
画
の
工
事
費
約
８
千
万
円
、

指
名
競
争
入
札
７
社
。
入
札
率
97
％
と
い

う
高
い
入
札
で
あ
り
、
考
え
ら
れ
な
い

答　
弁
　

蔭
山
環
境
保
全
課
長

　
入
札
に
関
し
て
は
、
適
正
に
執
行
さ
れ
ま

し
た
。

③
上
板
町
は
阿
北
環
境
整
備
組
合
に
負
担
金

を
納
め
て
い
る
が
こ
の
額
と
七
条
地
区
の

し
尿
処
理
費
を
比
較
す
る
と
七
条
地
区
の

予
算
が
突
出
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
一
本
化

し
な
い
の
か

答　
弁
　

蔭
山
環
境
保
全
課
長

　
こ
の
事
業
に
関
し
て
は
、
現
時
点
で
継
続

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
と
認
識

し
て
進
め
て
い
ま
す
。

質
問
３

ゴ
ミ
処
理
施
設
に
つ
い
て

①
２
０
２
５
年
８
月
に
阿
波
市
で
稼
働
予
定

と
な
っ
て
い
る
が

答　
弁
　

坂
東
副
町
長

　
残
念
な
が
ら
25
年
８
月
の
稼
働
は
厳
し
い

状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
阿
波
市
と
上
板
町
、

板
野
町
で
鋭
意
努
力
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
く
だ
さ
い
。

質
問
１

住
民
税
非
課
税
世
帯
向
け
給
付
金
配
付
に
つ

い
て

①
住
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
７
万
円
給
付
は

国
の
予
算
は
成
立
し
た
が
上
板
町
の
配
付

時
期
は

答　
弁
　

高
原
民
生
児
童
課
長

　
配
付
時
期
は
１
月
末
頃
の
見
込
み
。

再
問　
政
府
で
は
出
費
の
多
い
年
末
・
年
始

に
間
に
合
う
よ
う
に
年
内
の
予
算
化
を
求

め
て
い
る
が

答　
弁
　

高
原
民
生
児
童
課
長

　
本
議
会
に
追
加
議
案
と
し
て
上
程
す
る
。

質
問
２

防
災
・
減
災
対
策
に
つ
い
て

①
町
内
に
配
置
し
て
い
る
消
火
栓
、
防
火
水

槽
は

答　
弁
　

東
理
事
・
企
画
防
災
課
長

　

消
火
栓
数
量
３
１
２
基
、
防
火
水
槽

１
０
９
基
。

②
高
志
地
区
で
ポ
ン
プ
車
が
２
台
以
上
使
用

出
来
る
消
火
栓
は

答　
弁
　

東
理
事
・
企
画
防
災
課
長

　
高
志
地
区
の
水
道
管
口
径
は
１
５
０
㎜
が

最
大
、
７
基
の
消
火
栓
の
水
道
管
は
取
水
可

能
。
89
基
の
水
道
管
は
ポ
ン
プ
車
１
台
し
か

取
水
で
き
な
い
。

③
宮
川
内
谷
川
（
松
島
橋
～
上
板
橋
間
）
の

草
木
は
除
去
し
た
が
、
河
床
の
土
砂
は
掘

削
し
な
い
の
か　

答　
弁
　

佐
藤
建
設
課
長

　

土
砂
の
浚
渫
で
、
河
岸
の
洗
堀
・
浸
食
・

漏
水
の
恐
れ
が
あ
り
現
在
漏
水
対
策
を
計
画
。

再
問　
河
床
の
表
面
は
奇
麗
に
な
っ
て
い
る

が
、
根
っ
こ
は
残
っ
て
お
り
土
砂
の
掘
削

は
必
要

答　
弁
　

佐
藤
建
設
課
長

　
現
場
の
写
真
を
撮
っ
て
県
に
説
明
に
行
く
。

④
６
月
議
会
で
六
条
暗
渠
の
早
期
完
成
を
要

請
し
た
が
、
県
と
の
交
渉
結
果
は

答　
弁
　

長
濱
産
業
課
長

　
現
事
業
工
期
令
和
10
年
度
の
完
了
に
向
け

て
県
と
連
携
し
て
努
力
す
る
。（
残
り
約

３
３
３
ｍ
）

⑤
６
月
議
会
で
古
毛
川
元
原
樋
門
の
水
門
開

閉
に
つ
い
て
板
名
用
水
と
連
携
し
て
防
災

対
策
を
講
じ
る
こ
と
を
要
請
し
た
が
、
そ

の
後
の
交
渉
結
果
は

答　
弁
　

長
濱
産
業
課
長

　
水
門
の
開
閉
で
流
域
全
体
に
ど
の
よ
う
な

影
響
が
出
る
か
想
定
で
き
な
い
た
め
、
六
条

暗
渠
、
高
志
川
排
水
路
の
改
修
完
了
後
対
策

を
講
じ
る
。
元
原
樋
門
は
板
名
用
水
の
施
設

で
あ
り
管
理
・
操
作
は
板
名
用
水
が
行
う
。

再
問　
水
門
を
開
門
し
た
場
合
ど
の
よ
う
な

冠
水
被
害
が
で
る
か
調
査
を
行
う
考
え
は

答　
弁
　

長
濱
産
業
課
長

　
調
査
に
つ
い
て
は
、
施
設
管
理
者
の
意
見

を
踏
ま
え
た
う
え
で
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

再
々
問　
町
民
の
た
め
の
減
災
・
防
災
対
策

を
行
う
こ
と
は
行
政
の
重
要
な
使
命
。
板

名
用
水
に
治
水
対
策
を
任
せ
る
の
は
筋
違

い
で
あ
る
。
専
門
業
者
に
調
査
を
委
託
す

る
こ
と
を
強
く
要
請
す
る

質
問
３

上
板
町
建
設
工
事
の
入
札
制
度
に
つ
い
て

①
最
低
制
限
価
格
変
更
理
由
は
（
85
％
～

86
％
→
88
％
～
90
％
）

答　
弁
　

佐
藤
建
設
課
長

　
中
央
公
契
連
モ
デ
ル
の
改
正
、
県
・
近
隣

市
町
村
の
設
定
状
況
・
請
負
率
等
を
調
査
し

改
正
し
た
。

②
最
低
制
限
価
格
の
変
更
（
３
％
up
）
は
議

会
へ
の
協
議
、
報
告
は
不
要
と
考
え
て
い

る
の
か

答　
弁
　

佐
藤
建
設
課
長

　
条
例
や
制
度
内
容
が
大
き
く
変
わ
ら
な
い

限
り
不
要
と
考
え
て
い
る
。

再
問　
予
算
の
執
行
時
点
で
自
動
的
に
３
％

歳
出
増
に
な
り
議
会
へ
の
報
告
が
必
要
と

思
う
が

答　
弁
　

松
田
町
長

　
町
長
の
執
行
権
限
の
範
囲
内
で
あ
り
不
要
。

質
問
４

新
ご
み
処
理
施
設
建
設
計
画
に
つ
い
て

①
新
ご
み
処
理
施
設
建
設
は
３
年
経
過
し
て

候
補
地
の
決
定
以
外
進
展
な
い
が
、
副
管

乾
　
　
崇 

議
員
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理
者
の
見
解
は

答　
弁
　

松
田
町
長

　
現
状
か
ら
、
２
０
２
５
年
８
月
稼
働
は
厳

し
い
。
今
後
「
新
ご
み
処
理
施
設
」
建
設
計

画
推
進
と
、
併
行
し
て
、「
中
央
広
域
環
境

セ
ン
タ
ー
」
の
対
応
を
、
速
や
か
に
、
１
市

２
町
で
協
議
・
検
討
す
る
。

質
問
１

中
学
校
柔
道
部
室
へ
の
冷
房
機
設
置
に
つ
い

て
の
要
望
書
が
受
理
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

後
ど
う
な
っ
て
い
る
か

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
こ
こ
近
年
の
猛
暑
で
、
体
育
館
・
武
道
館

で
の
部
活
動
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
の

現
場
の
声
も
聞
い
て
い
る
。
現
在
、
町
の
財

政
規
模
で
行
え
る
も
の
が
な
い
か
調
査
し
て

お
り
、
方
向
性
が
決
ま
れ
ば
予
算
措
置
が
必

要
と
な
る
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

質
問
１

上
板
町
民
の
健
康
増
進
対
策
に
つ
い
て

①
か
み
い
た
Ｇ
Ｏ
Ｇ
Ｏ
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
実
施

状
況
と
次
年
度
の
計
画
に
つ
い
て

答　
弁
　

廣
野
健
康
推
進
課
長

　
当
日
は
、
定
員
を
超
え
る
51
名
の
参
加
が

あ
り
盛
大
に
開
催
で
き
た
。参
加
者
か
ら「
年

２
回
開
催
し
て
ほ
し
い
」
と
の
声
を
多
数
い

た
だ
い
た
。
来
年
度
は
春
と
秋
に
開
催
し
た

い
。

②
町
民
の
野
菜
摂
取
量
成
人
１
日
３
５
０
ｇ

を
め
ざ
し
、
普
及
啓
発
の
促
進
に
向
け
実

施
し
た
ベ
ジ
メ
ー
タ
ー
活
用
に
よ
る
測
定

者
数
と
数
値
等
に
つ
い
て
（
文
化
祭
に
お

い
て
実
施
）

答　
弁
　

廣
野
健
康
推
進
課
長

　
ベ
ジ
メ
ー
タ
ー
に
よ
る
ベ
ジ
レ
ベ
ル
を
測

定
し
た
方
は
、
女
性
１
０
０
名
、
男
性
39
名
、

合
計
１
３
９
名
。
Ａ
判
定
の
推
定
野
菜
摂
取

量
３
５
０
ｇ
以
上
の
非
常
に
良
い
人
は
全
体

の
約
34
％
と
な
り
、
Ａ
判
定
か
ら
Ｅ
判
定
の

中
で
も
Ｃ
Ｄ
Ｅ
が
多
く
な
っ
て
い
た
の
で
、

今
後
と
も
町
民
の
野
菜
摂
取
量
成
人
１
日

３
５
０
ｇ
を
目
指
し
普
及
啓
発
を
し
て
い
く
。

③
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ

ン
接
種
の
一
部
助
成
に
つ
い
て

答　
弁
　

廣
野
健
康
推
進
課
長

　
帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
の
一
部
助
成
は
、
徳

島
県
保
険
医
協
会
な
ど
か
ら
の
要
望
等
も
あ

り
、
こ
の
度
町
長
の
判
断
に
よ
り
50
歳
以
上

の
方
を
対
象
と
し
、
接
種
費
用
の
半
額
程
度

の
補
助
を
行
う
た
め
、
令
和
６
年
度
の
当
初

予
算
に
計
上
し
た
い
。

質
問
２

町
職
員
の
喫
煙
室
及
び
東
隣
の
紙
類
の
資
源

置
場
に
つ
い
て

①
設
置
場
所
が
庁
舎
正
面
玄
関
の
横
に
あ
る

の
で
、
職
員
の
喫
煙
者
、
利
用
者
、
室
内

の
環
境
に
つ
い
て
駐
車
場
か
ら
一
目
で
わ

か
る
が

答　
弁
　

廣
澤
総
務
課
長

　
喫
煙
者
は
14
人
ほ
ど
、
回
数
は
出
張
等
が

あ
り
把
握
し
難
い
。
室
内
は
灰
皿
と
長
椅
子
、

窓
を
開
け
て
の
換
気
と
、
室
内
の
マ
ナ
ー
等

の
注
意
書
き
を
し
て
綱
紀
の
徹
底
を
周
知
し

て
い
る
。

②
喫
煙
室
東
隣
の
部
屋
の
使
用
目
的
と
設
置

場
所
は
適
切
か

答　
弁
　

蔭
山
環
境
保
全
課
長

　
施
設
は
ゴ
ー
ヤ
に
よ
る
緑
の
カ
ー
テ
ン
の

効
果
を
計
測
す
る
た
め
に
設
置
。
事
業
終
了

後
、
撤
去
を
行
わ
ず
、
庁
舎
内
の
紙
類
・
段

ボ
ー
ル
等
の
資
源
回
収
場
所
と
し
て
リ
ユ
ー

ス
（
再
使
用
）
を
し
て
い
る
。
今
後
は
、
適

切
な
場
所
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

質
問
３

中
学
生
と
行
政
、
議
会
と
の
意
見
交
換
会
の

開
催
に
つ
い
て

①
令
和
４
年
度
２
回
定
例
会
に
お
い
て
、
子

ど
も
議
会
開
催
の
質
問
後
、
教
育・行
政・

議
会
の
三
者
協
議
等
は
行
っ
た
か

答　
弁
　

廣
澤
総
務
課
長

　
こ
の
間
に
お
い
て
、
協
議
が
進
ん
で
い
な

い
の
が
現
状
。

②
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
方
策
に
つ
い

て
は
多
様
で
率
直
な
声
を
広
く
聴
き
魅
力

あ
る
住
み
よ
い
町
づ
く
り
に
す
る
た
め
に

重
要
と
考
え
る
が

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
中
学
校
、
学
校
長
と
教
育
委
員
会
が
開
催

内
容
を
協
議
し
、
開
催
要
領
等
に
つ
い
て
議

会
議
長
を
通
し
依
頼
し
、
開
催
の
有
無
を
含

め
て
十
分
協
議
し
た
い
。

質
問
４

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
活
動
に
つ
い
て

①
本
町
は
エ
シ
カ
ル
推
進
宣
言
に
取
り
組
み

「
も
っ
た
い
な
い
」
か
ら
「
あ
り
が
と
う
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
活
動

を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
と

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

答　
弁
　

長
濱
産
業
課
長

　
平
成
31
年
４
月
に
エ
シ
カ
ル
消
費
推
進
活

動
宣
言
を
行
い
、
約
４
年
間
町
内
小
中
学
校

等
の
協
力
で
取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
の
結
果
、

啓
発
活
動
と
実
施
の
数
を
重
ね
集
ま
る
食
品

も
少
な
く
な
り
、
一
応
の
成
果
は
あ
っ
た
と

認
識
し
て
い
る
。
今
後
も
、
収
集
場
所
を
縮

小
し
啓
発
活
動
を
推
進
し
て
い
く
。

質
問
５

上
板
町
文
化
祭
に
お
け
る
課
題
と
今
後
の
運

営
に
つ
い
て

①
本
年
開
催
の
上
板
町
文
化
祭
（
主
催
上
板

町
文
化
協
会
）
を
今
後
は
町
が
主
催
し
、

町
民
の
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
方
が
参
加
し
、

本
町
の
文
化
向
上
を
図
ら
れ
る
文
化
祭
と

な
る
こ
と
を
望
む

答　
弁
　

坂
東
教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
今
後
は
上
板
町
文
化
協
会
、
上
板
町
、
上

板
町
教
育
委
員
会
で
協
議
を
行
い
、
運
営
主

体
を
見
直
し
て
、
相
互
に
連
携
・
支
援
並
び

に
町
全
体
の
活
性
化
と
発
展
を
目
的
と
し
た

上
板
町
文
化
祭
の
開
催
に
努
め
て
い
く
。

吉
岡
　
薫 
議
員

安
田
孝
子 

議
員

　
第
５
回
目
の
「
議
会
だ
よ
り
」
を
編

集
い
た
し
ま
し
た
。
今
回
は
９
月
町
議

会
改
選
後
初
め
て
の
令
和
５
年
度
第
４

回
定
例
会
の
一
般
質
問
並
び
に
10
月
か

ら
12
月
の
「
議
会
の
う
ご
き
」
を
掲
載

い
た
し
ま
し
た
。

上
板
町
議
会
広
報
編
集
特
別
委
員
会
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● お問い合わせ ●　　上板町学校給食センター　　☎０８８－６９４－２２７９

学 校給食通信（ミニ）学 校 給 食 通 信（ミニ）学 校 給 食 通 信（ミニ）学 校 給 食 通 信（ミニ）
～学校給食の家計簿～～学校給食の家計簿～

　学校給食に係る給食費は、学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第11条に規定
されており、学校給食の実施に必要な施設設備費、修繕費、学校給食に従事する職員の
人件費は、学校の設置者（上板町）の負担とし、それ以外の経費は保護者負担としています。
　それでは、令和４年度の学校給食費の内訳を見てみましょう。

①　給食費等収入：幼稚園・小学校・中学校に通う皆さんや教職員等か
ら頂いた給食費

②　一 般 財 源：上板町が負担している金額

　
①　人件費：職員の人件費
②　需用費：センターの修繕に係る費用や光熱水費
③　役務費：検査等に係る費用
④　委託料：調理委託、牛乳加工委託、パン加工委託、その他施設維持

管理に係る保守点検等の委託料
⑤　使用料及び賃借料：ＡＥＤの設置費用やコピー機の使用料
⑥　原材料費：ご飯やパン用の小麦、おかずの材料等を購入した金額
⑦　負担金、補助及び交付金：排水に係る負担金、協議会等への負担金
⑧　公課費：配送車等の車検時にかかる重量税等

歳入

歳入 歳出

歳出

① 給食費等収入
② 一般財源

43,928,664
91,113,325

① 人件費
② 需用費
③ 役務費
④ 委託料

17,532,530
17,207,132
450,914

62,077,044

⑤ 使用料及び賃借料
⑥ 原材料費 注

⑦ 負担金、補助及び交付金
⑧ 公課費

178,644
37,169,425
385,300
41,000

（出ていくお金）（入ってくるお金）

注）パンの加工費と牛乳加工委託料14,117,176円は委託料に
　　なりますので原材料費には含まれていません。

・給食センターを動かすのにかかったお金（歳出）：１億3,504万1,989円
・保護者の皆さんや教職員等から頂いた給食費：4,392万8,664円
・作った給食の数：18万6,727食
・給食の実施日数：平均189日

令和４年度

・給食１食当たりの値段：723円（１億3,504万1,989円÷18万6,727食）
・１年間の給食にかかる金額：723円×189日＝13万6,647円
　うち　保護者負担額　35％　250円×189日＝４万7,250円　※保護者負担額は小学校250円で計算
　　　　上板町負担額　65％　（723円－250円）×189日＝８万9,397円

学校給食センター

●お問い合わせ●　上板町役場　住民人権課　☎088－694－6809

お誕生おめでとう
（令和５年12月）

● お問い合わせ ●
上板町学校給食センター　☎０８８－６９４－２２７９

上板町学校給食用物資
納入業者の募集について
　上板町では学校給食センターで
使用する学校給食用物資の納入業
者を募集いたします。募集の様式
等につきましては、上板町のホー
ムページよりダウンロードしてく
ださい。

保護者負担額
47,250円
35％町負担額

89,397円
65％

人件費
17,532,530

負担金、補助
及び交付金
385,300

公課費
41,000

原材料費
37,169,425

需用費
17,207,132

役務費
450,914

委託料
62,077,044

使用料及び
賃借料
178,644

給食費等
　収入
43,928,664

一般財源
91,113,325

長　濱　亜瑠馬 瑠　奈 宇瑠斗
うると

男の子（神宅）　

切　原　将　希 明日香 橙希
とき

男の子（西分）　
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